
法令のはざまとなっている課題（ver.2）

課題 説明 原因 盛土規制法等による対応見込み 都としての対応

法令の
はざま

‧ 所在地、造成目的、状況等に
より、適用法令が異なるため、
対応ができない、遅れるなど
の場合が存在

‧ あらゆる場所、目的、時点を
想定した法令がない

‧ 法により、危険な盛土等を土
地の用途にかかわらず包括的
に規制（罰則あり）

‧ 盛土規制法を適切に運用

‧ 事業完了後の対応権限がなく、
完了検査後に盛られた不適正
な盛土の把握及び指導が困難

‧ 盛土造成地の施工後における、
土地所有者等の盛土への常時
安全責務がない

‧ 法により、土地所有者等が常
時安全な状態に維持する責務
を有することを明確化（罰則
あり）

‧ 事業完了後の調査・立入を土
地所有者から拒否される可能
性がある

‧ 事業完了後の調査・立入権限
についての規定がない

‧ 法により、基礎調査のための
土地の立入り権限を規定（罰
則あり）

‧ 盛土の危険性の判定が、点検
者によってばらつくリスクが
ある

‧ 危険性の高い盛土の考え方が
統一されていない

‧ 法に基づき、主務大臣による
基本方針策定予定

規制の
地域差

‧ 比較的規制の緩い都道府県、
区市町村を選んで不適正な盛
土を行われる場合が存在

‧ 自治体によって規制条例の有
無・罰則の強さが異なる

‧ 法により、危険な盛土等を全
国一律の基準で包括的に規制


